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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数種類のカードが着脱自在に嵌合できるカードコネクタであって、
カード挿入空間を有するハウジングと、該ハウジング内のカード挿入空間の左右に設けた
滑動レール上を滑動可能な門型スライダと、該門型スライダの内面に、カードの挿入方向
に沿って、傾斜面付き段部を設け、前記ハウジング内の一面に単一列且つ複数個のコンタ
クトとが配置され、厚さや幅等の異なるカードを共用する時に、広幅且つ厚いカードを挿
入した場合、カードがスライダと係合して共に移動しながらハウジング内部に挿入され、
所定挿入位置でハウジング内の一面に配列されたコンタクトと接触するようにされ、狭幅
且つ薄いカードを挿入した場合、カードは門型スライダの内部空間に入りこみ、スライダ
を停止させたまま、スライダ内部に設けられた傾斜面付き段部によって、カードが所定挿
入位置に達した時にそのコンタクト接触面が広幅且つ厚いカードの接触面と同じレベルに
達し、前記ハウジング内の一面に配列されたコンタクトと接触し、電気的に接続すること
を特徴とするカードコネクタ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばメモリーステックとメモリーステックＤＵＯのように、挿入方向の
横幅、厚さ等の異なる複数種類のカードを、選択的にハウジングの同一挿入開口に挿入で
きるようにした、カードコネクタに関する。



(2) JP 4253303 B2 2009.4.8

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　近年、小型電子機器、情報記録再生用端末機器の普及に伴い、挿入横断面積の異なる数
種類のカードが市販されており、これら複数種類のカードは、夫々専用のカードコネクタ
に接続され、使用されている。これら複数種類のカードでも、例えばメモリーステックと
メモリーステックＤＵＯのように、類似する目的で選択的に使用する場合には、なるべく
同一のカードコネクタを共用できるようにすることが望まれている。このような要求にこ
たえるために、第１のカードの両側面を案内する一対の第１の側壁によって画成される第
１のカードを収容するための第１のカード収容部と、第２のカードの両側面を案内する一
対の第２の側壁によって画成される第２のカードを収容するための第２のカード収容部と
を、それらの一部が各カードで共用されるようにコネクタハウジング内に形成したものが
発明されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２２３０４４号公報
【０００４】
　さらに厚さや幅の異なるカードを共用する場合、カードの端末端面が不揃いになったり
、カードの接触パッド部とコンタクトとの接触がずれるのを防止するために、ハウジング
内にスライダを滑動自在に設けるとともに、複数個の第１、第２のコンタクトをハウジン
グ内に上下に分けて配置し、薄いカードの挿入時には、カードがスライダと係合挿入横断
面方向の形状や寸法の異なる厚薄のカードに対応して、スライダに対する挿入横断面方向
の形状を切り換えできる構造にしたカードコネクタが発明されている。
【０００５】
【特許文献２】特開２００４－２０６９６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　カードコネクタにおいて、厚さや幅等の異なるカードを共用する場合、コンタクトの位
置が一致せず、カードの接触パッド部とコンタクトとの接触がずれてしまうことがある。
このようなカードとコンタクトの接触不良をなくすために、上述した共用コネクタの場合
は、例えば厚いカードを挿入した場合、挿入空間の上段の第１コンタクトと接触させ、薄
いカードを挿入した場合、挿入空間の下段の第２コンタクトと接触させるようにしている
。
このように、異なる種類のカードを上下段に設けた別々のコンタクトと接触させる場合、
カードとコネクタとの接触は確実になる反面、カードの使用者がカードを挿入する場合、
その表裏を絶えず注意する必要があり、これを間違えて挿入しようとした場合、挿入でき
なかったり、無理に挿入しようとして、カードかコネクタを損傷したりする危険性があり
、カードコネクタとしてはなはだ不便である。また、カードコネクタの製作費も高くなる
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこでこの発明は、複数種類のカードが着脱自在に嵌合できるカードコネクタであって
、カード挿入空間を有するハウジングと、このハウジング内のカード挿入空間の左右に設
けた滑動レール上を滑動可能な門型スライダと、前記ハウジング内の一面に単一列且つ複
数個のコンタクトとが配列され、厚さや幅等の異なるカードを共用する時に、広幅且つ厚
いカードを挿入した場合、カードがスライダと係合して共に移動しながらハウジング内部
に挿入され、所定挿入位置でハウジング内の一面に配列されたコンタクトと接触するよう
にされ、狭幅且つ薄いカードを挿入した場合、カードは門型スライダの内部空間に入りこ
み、スライダを停止させたまま、スライダ内部に設けられた傾斜面付き段部によって、カ
ードが所定挿入位置に達した時にそのコンタクト接触面が広幅且つ厚いカードの接触面と
同じレベルに達し、前記ハウジング内の一面に配列されたコンタクトと接触し電気的に接
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続するようにされたカードコネクタを提供する。
【０００８】
　前記門型スライダは、その左右の門脚部分が、ハウジング内のカード挿入空間の左右に
設けた滑動レール上を挿入口から奥に向って自由に滑動するものであるが、所定の広幅カ
ードの場合のみ滑動し、狭幅且つ薄いカードの場合は確実に停止し、カードがスライダ内
部の傾斜面付き段部を滑動して、所定挿入位置に達するまで、停止位置に留まるようにし
ている。そのためこの発明の実施態様では、前記ハウジング内部の左右に設けた滑動レー
ルと門型スライダの左右端部との間に、バネ体よりなるストッパと、これに係合する係止
片を配置し、前記広幅のカードが挿入された時のみ、このストッパがカードの左右端面に
よって押圧され係止片との係合が外れることによって、前記滑動レールと門型スライダと
の間の係止が解除されて、スライダはカードと共に滑動レール上を所定挿入位置まで滑動
して、ハウジング内部に設けたコンタクトとの電気的接続を行うようにする。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明は以上のように構成したので、広狭等数種類のカードが、その表裏面を変える
ことなく、１つのカード挿入口に挿入され、スライダを滑動させ、又は停止させたまま、
ハウジング内における所定挿入位置にあるカードとコンタクトとの接触面を揃えることが
でき、単一列のコンタクトによって、複数種類のカードの電気的接続を可能にしたもので
ある。そのため、カードの表裏を変えることなく、複数種類のカードを同一カード挿入口
に選択的に挿入し、コンタクトとの確実な電気的接続を達成することができる。また、ハ
ウジング内部に設置するコンタクトが単一列で済むので、従来の複数列のコンタクトを必
要としていたものに比べ、製作費用の低減が図れる。
【実施例】
【００１０】
　図１に、この発明によるカードコネクタの、上部カバー部を取り外して、ハウジング内
部が見えるようにした見取り図を示す。ハウジング１内のカード挿入空間２の左右に設け
た滑動レール３，３上を滑動可能な門型スライダ４と、このハウジング内の一面に単一列
且つ複数個のコンタクト５とが配列されている。
【００１１】
　図２は、ハウジング１内のカード挿入空間２の平面図、図３は図２の３－３面で切った
縦断面図である。滑動レール３，３の入口側に設けられた、バネ体よりなるストッパ６，
６が、門型スライダ４の左右に設けられた係止片７，７と係合している。このストッパ６
，６は、図４に示すように、広幅のメモリーステックＷを挿入した場合、ストッパ６，６
の左右突出部８，８がメモリーステックWの左右横面に押されて外側に拡開され、その結
果門型スライダ４は、ストッパ６，６の係合から外れて、メモリースッテックWの挿入に
従い、カードの先端が門型スライダ４の所定箇所と接触した後はメモリーステックWは、
滑動レール上を門型スライダとともに移動し、所定挿入位置でステックの接点（図示せず
）がハウジング内のコンタクト５と接触し電気的に接続する。なお、門型スライダ４とハ
ウジング１のカード挿入空間の内奥部との間には複数個のコイルバネ９が配置され、図４
の位置からメモリーステックWを引抜いた場合、コイルバネ９の膨張力によって、門型ス
ライダ４を外向けに押し出し、ストッパ６との係合位置（図２の状態）まで戻す作用をす
る。
【００１２】
　図５は、より狭幅のメモリーステックDUOを挿入した場合の平面図、図６はその７－７
線で切った縦断面図を示す。メモリーステックDUOの場合、幅が狭いので、ストッパ６，
６は拡開されず、従って門型スライダ４はハウジング１の滑動レール３，３上に係合され
静止しており、メモリーステックDUOは挿入されるにつれて門型スライダ４内部に設けら
れた傾斜面付き段部１０によって、その高さ位置が決められ、メモリーステックDUOが門
型スライダ４内の所定挿入位置に達した時に、その接点（図示せず）がハウジング内のコ
ンタクト５と接触し、電気的に接続する。その間門型スライダ４は滑動レール３，３上に
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【産業上の利用可能性】
【００１３】
　この発明は以上に述べたように、メモリーステックとメモリーステックDUOのような、
接点が同じでカードの幅や厚さだけが異なるカード類を同一のカード挿入空間を用いて選
択的に接続することができる。またそれ以外のカード、例えばXDカードを同じハウジング
内で処理したい場合には、図７、８に示すように、メモリーステックとは別の、XDカード
用挿入空間１１を設けて、そのためのコンタクト１２を空間内に配設すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明によるカードコネクタの、上部カバー部を取り外して、ハウジング内部
が見えるようにした見取り図、
【図２】ハウジング１内のカード挿入空間２の平面図、
【図３】図２の３－３面で切った縦断面図、
【図４】広幅のメモリーステックＷを挿入した場合のハウジングの平面図、
【図５】より狭幅のメモリーステックDUOを挿入した場合の平面図、
【図６】図５の７－７線で切った縦断面図、
【図７】この発明のカードコネクタの他の実施例の見取り図、
【図８】図７のカードコネクタにXDカードを挿入した平面図である。
【符号の説明】
【００１５】
１　ハウジング
２　挿入空間
３　滑動レール
４　門型スライダ
５　コンタクト
６　ストッパ
７　係止片
８　突出部
９　コイルバネ
10　傾斜面付き段部
11　XDカード用挿入空間
12　コンタクト
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